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Toyokawa O t o w a M i t o

会
長
あ
い
さ
つ
、
会
議
録
署
名
者
の
指
名

に
引
き
続
い
て
、
以
下
の
こ
と
が
話
し
合
わ

れ
ま
し
た
。

①「
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び

任
期
の
取
扱
い
」
に
つ
い
て

「
音
羽
町
及
び
御
津
町
の
農
業
委
員
会
は
、

豊
川
市
の
農
業
委
員
会
に
統
合
す
る
も
の

と
す
る
。

音
羽
町
及
び
御
津
町
の
農
業
委
員
会
の

選
挙
に
よ
る
委
員
は
、
こ
れ
ら
の
者
で
あ

ら
か
じ
め
互
選
し
た
者
（
音
羽
町
２
名
、

御
津
町
４
名
）
に
つ
い
て
、
市
町
村
の
合

併
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
11
条
第
１

項
第
２
号
の
規
定
を
適
用
し
、
豊
川
市
の

農
業
委
員
会
の
委
員
の
残
任
期
間
に
限

り
、
引
き
続
き
豊
川
市
の
農
業
委
員
会
の

委
員
と
し
て
在
任
す
る
も
の
と
す
る
」
こ

と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

②「
地
方
税
の
取
扱
い
」
に
つ
い
て

「
１
市
２
町
で
差
異
の
あ
る
税
制
に
つ
い

て
は
、次
の
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

①
都
市
計
画
税
の
税
率
は
、
百
分
の
０．
３

と
す
る
。
た
だ
し
、
現
在
の
御
津
町
の

地
域
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
合
併
の

特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
16
条
の
規
定

に
基
づ
く
不
均
一
課
税
を
適
用

し
、
合
併
年
度
及
び
平
成
20
年

度
は
百
分
の
０．
２
、
平
成
21
年

度
は
百
分
の
０．
25
を
税
率
と

す
る
。

②
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
市
民

税
、
固
定
資
産
税
、
都
市
計
画

税
及
び
軽
自
動
車
税
の
納
期

は
、
平
成
20
年
度
か
ら
豊
川
市

の
例
に
よ
り
統
一
す
る
」
こ
と

が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

③「
財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い
」

に
つ
い
て

「
音
羽
町
及
び
御
津
町
が
所
有
す

る
財
産
及
び
債
務
に
つ
い
て
は
、

全
て
豊
川
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と

す
る
」
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

④「
公
共
的
団
体
の
取
扱
い
」
に
つ
い
て

「
公
共
的
団
体
に
つ
い
て
は
、
新
市
の
速

や
か
な
一
体
性
を
確
立
す
る
た
め
、
各
団

体
の
実
情
を
尊
重
し
な
が
ら
、
統
合
整
備

に
努
め
る
」
こ
と
で
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

⑤「
補
助
金
、
交
付
金
等
の
取
扱
い
」

に
つ
い
て

「
補
助
金
、
交
付
金
等
に
つ
い
て
は
、
以

下
の
方
針
に
基
づ
き
調
整
す
る
も
の
と
す

る
。

①
１
市
２
町
で
同
一
、
同
種
の
補
助
金
、

交
付
金
に
つ
い
て
は
、
新
市
移
行
後
、
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合
併
協
議
会
第
3
回
会
議
の
結
果 

■ 

日
　
時
　
平
成
19
年
7
月
10
日
（
火
）
午
後
1
時
30
分
か
ら 

■ 

会
　
場
　
豊
川
市
役
所
　
本
庁
舎
3
階
　
協
議
会
室 

■ 

出
席
者
　
会
長
、
委
員
及
び
顧
問
　
25
名
出
席 

協
議
事
項 
協
議
事
項 
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速
や
か
に
統
一
の
方
向
で
調
整
す
る
。

②
差
異
の
あ
る
補
助
金
、
交
付
金
に
つ

い
て
は
、
統
廃
合
を
含
め
、
他
の
施

策
へ
の
変
更
、
段
階
的
な
削
減
及
び

適
正
な
補
助
率
の
検
討
を
行
う
も
の

と
す
る
」こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

⑥「
消
防
団
の
取
扱
い
」
に
つ
い
て

「
消
防
団
は
合
併
時
に
豊
川
市
消
防
団

に
統
合
す
る
。
な
お
、
分
団
等
の
組
織

は
、当
面
の
間
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、

合
併
後
、
組
織
体
制
の
あ
り
方
に
つ
い

て
検
討
す
る
も
の
と
す
る
」
こ
と
が
決

定
さ
れ
ま
し
た
。

⑦「
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

総
務
・
企
画
関
係
事
業
」
に
つ
い
て

①
広
報
広
聴
関
係
事
業

「
広
報
誌
は
、
毎
月
２
回
発
行
す
る

こ
と
と
し
、
内
容
や
配
布
方
法
に
つ

い
て
は
合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る
。

そ
の
他
の
広
報
と
広
聴
関
係
に
つ
い

て
は
、
原
則
と
し
て
合
併
時
に
豊
川

市
の
制
度
に
統
一
す
る
」
こ
と
が
決

定
さ
れ
ま
し
た
。

②
自
治
会
・
行
政
区

「
町
内
会
、
区
長
会
の
組
織
に
つ
い

て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
が
、

平
成
21
年
度
に
、
豊
川
市
の
連
区

制
度
を
基
本
と
し
て
組
織
体
制
の
見

直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
」
こ
と
が

決
定
さ
れ
ま
し
た
。

⑧「
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

防
災
関
係
事
業
」
に
つ
い
て

「
地
域
防
災
計
画
及
び
国
民
保
護
計
画

に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
速
や
か

に
改
訂
す
る
も
の
と
す
る
。

防
災
行
政
無
線
（
移
動
系
）
の
運
用

に
つ
い
て
は
、
当
面
の
間
は
現
行
の
と

お
り
と
し
、
新
市
に
お
い
て
、
相
互
利

用
が
で
き
る
体
制
を
検
討
す
る
。

防
災
行
政
無
線
（
同
報
系
）
の
運
用

に
つ
い
て
は
、
当
面
の
間
は
現
行
の
と

お
り
と
し
、
新
市
に
お
い
て
、
そ
の
あ

り
方
を
検
討
す
る
」
こ
と
が
決
定
さ
れ

ま
し
た
。

⑨「
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

交
通
関
係
事
業
」
に
つ
い
て

「
１
市
２
町
で
実
施
さ
れ
て
い
る
公
共

交
通
機
関
の
確
保
に
関
す
る
事
業
に
つ

い
て
は
、
新
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す

る
。
な
お
、
新
市
に
お
い
て
は
、
一
層

の
地
域
内
交
流
の
促
進
と
住
民
の
利
便

性
向
上
を
目
指
し
、
利
用
者
や
地
域
住

民
の
ニ
ー
ズ
も
勘
案
し
な
が
ら
、
総
合

的
な
公
共
交
通
施
策
の
検
討
を
行
う
も

の
と
す
る
」こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

⑩「
愛
知
県
協
議
に
か
か
る

新
市
基
本
計
画（
案
）」
に
つ
い
て

新
市
基
本
計
画
は
、
合
併
市
町
村
の

円
滑
な
運
営
を
確
保
し
、
均
衡
あ
る
発

展
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
計
画
で

あ
り
、
合
併
市
町
村
の
一
体
性
の
確
立

及
び
住
民
の
福
祉
の
向
上
等
を
図
る
よ

う
適
切
に
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た

こ
の
計
画
は
、
合
併
特
例
法
で
、
計
画

策
定
時
に
県
知
事
と
の
協
議
を
行
う
こ

と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
会
議
で
は
、
愛
知
県
と
の
協

議
を
行
う
た
め
の
新
市
基
本
計
画（
案
）

を
決
し
、
愛
知
県
と
正
式
な
協
議
を
行

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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会
長
あ
い
さ
つ
、
会
議
録
署
名
者
の

指
名
に
引
き
続
い
て
、
以
下
の
こ
と
が

話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。

①「
条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
」

に
つ
い
て

「
豊
川
市
の
条
例
、
規
則
等
を
適
用
す

る
。た

だ
し
、
各
種
事
務
事
業
の
調
整
方

針
と
関
係
す
る
条
例
、
規
則
等
に
つ
い

て
は
、
そ
の
調
整
方
針
を
踏
ま
え
て
規

定
の
整
理
を
行
う
も
の
と
す
る
」
こ
と

が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

②「
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い
」

に
つ
い
て

「
新
市
の
組
織
・
機
構
は
、
市
役
所
及

び
支
所
を
基
本
と
し
て
、
次
の
方
針
に

従
い
整
備
す
る
も
の
と
し
、
具
体
的
な

組
織
・
機
構
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
ま

で
に
１
市
２
町
の
長
が
別
に
協
議
し
て

定
め
る
。

①
簡
素
で
効
率
的
な
組
織
・
機
構
を
目

指
す
。

②
支
所
に
つ
い
て
は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス

が
低
下
し
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
」

こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

③「
町
名
・
字
名
の
取
扱
い
」
に
つ
い
て

「
現
在
の
豊
川
市
の
町
・
字
の
区
域
及

協
議
事
項 

協
議
事
項 

合
併
協
議
会
第
4
回
会
議
の
結
果 

■ 

日
　
時
　
平
成
19
年
7
月
18
日
（
水
）
午
後
1
時
30
分
か
ら 

■ 

会
　
場
　
豊
川
市
役
所
　
本
庁
舎
3
階
　
協
議
会
室 

■ 

出
席
者
　
会
長
、
委
員
及
び
顧
問
　
25
名
出
席 
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び
名
称
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

現
在
の
音
羽
町
及
び
御
津
町
の
町
・

字
の
区
域
に
つ
い
て
は
現
行
の
と
お
り

と
し
、
名
称
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

①
現
在
の
音
羽
町
の
町
・
字
の
名
称
に

つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
『
大
字
』

及
び
『
字
』
を
削
除
す
る
と
と
も
に
、

大
字
名
を
町
名
と
す
る
。
た
だ
し
、

現
在
の
大
字
赤
坂
台
に
つ
い
て
は
、

『
赤
坂
台
町
』
と
は
せ
ず
、『
赤
坂
台
』

と
す
る
。

②
現
在
の
御
津
町
の
町
・
字
の
名
称
に

つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
『
大
字
』

及
び
『
字
』
を
削
除
す
る
と
と
も
に
、

御
津
を
町
名
と
す
る
」
こ
と
が
決
定

さ
れ
ま
し
た
。

④「
一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い
」

に
つ
い
て

以
下
の
と
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

①
一
部
事
務
組
合

音
羽
町
及
び
御
津
町
は
、
合
併
の
前

日
を
も
っ
て
豊
川
宝
飯
衛
生
組
合
及

び
愛
知
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組

合
を
脱
退
す
る
。

御
津
町
は
、合
併
の
前
日
を
も
っ
て
宝

飯
南
部
学
校
給
食
組
合
を
脱
退
す
る
。

②
広
域
連
合

音
羽
町
及
び
御
津
町
は
、
合
併
の
前

日
を
も
っ
て
愛
知
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
を
脱
退
す
る
。

③
協
議
会

音
羽
町
及
び
御
津
町
は
、
合
併
の
前

日
を
も
っ
て
宝
飯
地
区
広
域
市
町
村

圏
協
議
会
及
び
東
三
河
地
方
教
育
事

務
協
議
会
を
脱
退
す
る
。

④
共
同
設
置
機
構

音
羽
町
及
び
御
津
町
は
、
合
併
の
前

日
を
も
っ
て
宝
飯
郡
介
護
認
定
審
査

会
を
脱
退
す
る
。

⑤
事
務
委
託

音
羽
町
及
び
御
津
町
は
、
合
併
の
前

日
を
も
っ
て
豊
川
市
に
対
す
る
消
防

事
務
、
愛
知
県
に
対
す
る
公
務
災
害

補
償
認
定
委
員
会
、
公
務
災
害
補
償

審
査
会
及
び
公
平
委
員
会
の
事
務
の

委
託
の
規
約
を
廃
止
す
る
。

⑥
土
地
開
発
公
社

音
羽
町
及
び
御
津
町
の
出
資
金
を
新

市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

⑦
共
済
組
合

音
羽
町
及
び
御
津
町
は
、
合
併
の
前

日
を
も
っ
て
愛
知
県
市
町
村
職
員
共

済
組
合
を
脱
退
す
る
。

⑤「
国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い
」

に
つ
い
て

「
国
民
健
康
保
険
制
度
に
つ
い
て
は
、

豊
川
市
の
例
に
よ
り
保
険
料
と
す
る
。

保
険
料
率
に
つ
い
て
は
、
豊
川
市
の

例
に
よ
り
統
一
す
る
。
た
だ
し
、
現
在

の
音
羽
町
及
び
御
津
町
の
地
域
に
つ
い

て
は
、
平
成
21
年
度
ま
で
不
均
一
の
賦

課
と
す
る
。

結
核
医
療
付
加
金
支
給
事
務
に
つ
い

て
は
、豊
川
市
の
例
に
よ
り
市
域
全
体
で

実
施
す
る
」
こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

⑥「
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

福
祉
関
係
事
業
」
に
つ
い
て

以
下
の
と
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

①
福
祉
医
療

１
市
２
町
で
差
異
の
あ
る
事
業
に
つ

い
て
は
、
次
の
と
お
り
取
り
扱
う
も

の
と
す
る
。

精
神
障
害
者
医
療
費
支
給
事
業
に
つ

い
て
は
、
豊
川
市
の
例
に
よ
る
。

②
保
育
事
業

１
市
２
町
で
差
異
の
あ
る
事
業
に
つ

い
て
は
、
次
の
と
お
り
取
り
扱
う
も

の
と
す
る
。

ア
保
育
料
及
び
主
食
代
並
び
に
休
日

保
育豊

川
市
の
例
に
よ
る
。

イ
延
長
保
育
、
障
害
児
保
育
及
び
一

時
保
育

豊
川
市
の
例
に
よ
る
。た
だ
し
、

合
併
す
る
年
度
は
現
行
の
と
お
り

と
し
、
指
定
園
に
つ
い
て
は
新
市

に
お
い
て
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。

ウ
乳
児
保
育

豊
川
市
の
例
に
よ
る
。た
だ
し
、

合
併
す
る
年
度
は
現
行
の
と
お
り

と
し
、
施
設
状
況
に
よ
り
受
け
入

れ
不
可
能
な
場
合
に
つ
い
て
は
新

市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

エ
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

（
児
童
ク
ラ
ブ
）

豊
川
市
の
例
に
よ
る
。た
だ
し
、

合
併
す
る
年
度
は
現
行
の
と
お
り

と
し
、
新
市
に
お
い
て
制
度
の
あ

り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

③
高
齢
者
福
祉
事
業

１
市
２
町
で
差
異
の
あ
る
事
業
に
つ

い
て
は
、
次
の
と
お
り
取
り
扱
う
も

の
と
す
る
。

ア
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
ガ
ス
安
全

対
策
事
業
、
訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ

ス
事
業
、
在
日
外
国
人
高
齢
者
福

祉
手
当
及
び
家
具
転
倒
防
止
器
具

取
付
等
事
業

豊
川
市
の
例
に
よ
り
、
市
域
全

3

vol.1
2007.7 

新市における住所表示の例

（音羽町）
宝飯郡音羽町大字赤坂字松本250番地

↓
豊川市赤坂町松本250番地

（御津町）
宝飯郡御津町大字西方字日暮30番地

↓
豊川市御津町西方日暮30番地
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4合併協議会だよりは再生紙を使用しています。

合
併
協
議
会
が
設
立
さ
れ
て
か
ら
約

２
ヶ
月
が
経
過
し
ま
し
た
。
日
ご
と
に

暑
く
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
合
併
協
議

会
で
も
熱
い
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
会
議
も
第
４
回
を
終
了
し
、
ほ

と
ん
ど
の
協
定
項
目
の
協
議
が
終
了
し

ま
し
た
。

そ
し
て
、
８
月
６
日
に
は
、
い
よ
い

よ
合
併
協
定
調
印
式
が
行
わ
れ
る
運
び

と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
合
併
協

議
の
集
大
成
と
し
て
記
念
す
べ
き
日
と

な
り
ま
す
。

調
印
式
の
後
も
、
い
ろ
い
ろ
な
事
務

手
続
き
が
必
要
で
す
が
、
よ
り
よ
い
ま

ち
づ
く
り
に
向
け
て
、
一
歩
一
歩
着
実

に
進
め
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

編
集
後
記

th
e

e
d

ito
r's

n
o

te
s

体
で
実
施
す
る
よ
う
調
整
す
る
。

イ
在
宅
寝
た
き
り
高
齢
者
等
介
護
者

手
当新

市
に
お
い
て
は
実
施
し
な
い
。

ウ
介
護
用
品
支
給
事
業
、
敬
老
金
支

給
事
業

豊
川
市
の
例
に
よ
る
。

④
障
害
者
福
祉
事
業

１
市
２
町
で
差
異
の
あ
る
事
業
に
つ

い
て
は
、
次
の
と
お
り
取
り
扱
う
も

の
と
す
る
。

ア
在
日
外
国
人
障
害
者
福
祉
手
当
、

ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
事
業
、
訪

問
入
浴
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
身
体
障

害
者
自
動
車
改
造
費
支
給
事
業
及

び
家
具
転
倒
防
止
器
具
取
付
等
事

業
豊
川
市
の
例
に
よ
り
、
市
域
全

体
で
実
施
す
る
よ
う
調
整
す
る
。

イ
障
害
者
手
当

豊
川
市
の
例
に
よ
る
。

⑤
児
童
福
祉
事
業

新
市
に
お
け
る
単
独
の
遺
児
手
当
に

つ
い
て
は
、
豊
川
市
の
例
に
よ
る
。

⑦「
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

教
育
関
係
事
業
」
に
つ
い
て

「
学
校
給
食
の
調
理
方
式
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
と
お
り
と
し
、
新
市
に
お

け
る
給
食
セ
ン
タ
ー
の
あ
り
方
等
を
検

討
し
た
後
、
給
食
セ
ン
タ
ー
方
式
と
し

て
統
一
す
る
。

給
食
費
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
と
し
、
新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
」

こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

合
併
協
議
会
だ
よ
り
第
１
号
の
内
容
に

誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
訂
正
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

■
６
ペ
ー
ジ
右
下
図
「
購
買
状
況
」
の

豊
川
市
内
の
比
率

（
誤
）
77．
４
％→

（
正
）
78．
２
％

訂
正

８
月
６
日
（
月
）
の
合
併
協
議
会
第
５
回

会
議
で
は
、
新
市
基
本
計
画
に
つ
い
て
の
協

議
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
議
題
が
承
認

さ
れ
ま
す
と
、
全
て
の
合
併
協
定
項
目
の
協

議
が
終
了
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
会
議
に
引
き
続
き
、
合
併

協
定
調
印
式
を
行
う
予
定
に
な
っ
て
い
ま

す
。合

併
協
定
調
印
式
は
、
こ
れ
ま
で
の
合
併

協
議
の
集
大
成
で
あ
る
合
併
協
定
書
に
関
係

者
が
署
名
・
調
印
し
、
合
併
に
向
け
た
合
意

を
確
認
す
る
式
典
で
す
。

各市町において合併（廃置分合） 
議案申請議案可決 

県に合併（廃置分合）申請 

県議会において合併（廃置分合） 
議案提案 

県議会において合併（廃置分合） 
議案可決 

合併（廃置分合）知事決定 

合併（廃置分合）総務大臣届出 

総務大臣の合併（廃置分合）告示 

 

新豊川市発足 

今後のスケジュール（予定） 

8月中旬 
 

8月中旬 

9月下旬 
 

10月中旬 
 

10月中旬 

10月下旬 

11月中旬 

 

１月15日 

平
成
19
年 

平
成
20
年 

合
併
協
定
調
印
式
を
開
催
し
ま
す
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